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会
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１
検
証
の
目
的

平
成
2
6
年
9
月
1
1
日
の
豪
雨
に
つ
い
て
は
、
昭
和
5
6
年
8
月
以
来
3
3
年
ぶ
り
に
札
幌
市
災
害
対
策
本
部
及
び
各
区
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
、
避
難
勧
告
を
発
令
す
る
な
ど
の
対
応
を
し
た
。

本
市
か
ら
の
避
難
勧
告
発
令
の
遅
れ
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
避
難
所
の
開
設
の
遅
れ
、
避
難
所
情
報
の
把
握
の
困
難
性
、
要
配
慮
者
施
設
へ
の
連
絡
漏
れ
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
勤
務
時
間
外

の
非
常
配
備
の
指
令
に
伴
う
参
集
状
況
等
、
行
政
内
部
の
対
応
状
況
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
避
難
勧
告
対
象
人
数
の
多
さ
に
対
し
て
避
難
所
へ
の
避
難
人
数
の
少
な
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
市
民
が
避
難
情
報
を
ど
う
受
け
止
め
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か
の
実
態
把
握
が
必
要

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
、
9
月
1
1
日
豪
雨
時
の
対
応
に
つ
い
て
の
検
証
を
進
め
、
計
画
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
本
部
運
営
体
制
、
研
修
・
訓
練
の
あ
り
方
な
ど
の
見
直
し
を
行
い
、
今
後
の
危
機
対
応
力
の
向
上
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
検
証
の
進
め
方

当
日
の
対
応
に
つ
い
て
、
庁
内
か
ら
挙
げ
ら
れ
た
課
題
、
関
係
機
関
の
意
見
、
市
民
か
ら
の
意
見
、
報
道
機
関
か
ら
の
指
摘
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
を
基
に
、
第
３
者
の
立
場
に
あ
る
有
識
者
か
ら
客
観

的
か
つ
専
門
的
な
助
言
を
頂
き
な
が
ら
、
問
題
点
を
集
約
、
課
題
を
抽
出
し
、
対
応
策
の
検
討
を
行
う
。
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